
  

                                    

 

   

 

 このたびの台風 15号により、被災・避難されました皆様に心よりお見舞い申しあげます。 

さて、今回の共同実施だよりは「通勤手当の事後確認」と「備品の購入希望」についてお知らせ

いたします。 

 

 
  

 ３手当（扶養・住居・通勤）の事後確認は、各手当の誤支給を防ぐために毎年実施することが 

規則で定められています。 

通勤手当に関しては、９月 12 日付けで事後確認を行うよう教育事務所から通知がありました。

今年度は、運転免許証の写しを提出することと運転免許証の現物確認を行うことが通知されてい

ます。 

 

 

 

 １．新しい道が開通して近道ができた 

 ２．今まで通っていた道が通れなくなって、別の道を通るようになった 

 ３．子供が生まれて、保育園を経由して通勤するようになった 

 など、通勤経路が今までと異なる道になった場合は、すぐに事務職員までご連絡ください。 

 

確認内容が多くなっています。よく読んで、見落としがないようご注意ください。 

９月３０日（月）までに提出をお願いします。 

 

備品の購入希望について 
 

次年度購入予定の新規備品の要望を行います。 

 条件は ① 購入単価が１万円以上であること ②3年以上は壊れないもの 

備品の要望書と最新のカタログの写しを提出してください。 
 

要望書は１０月２１日（金）までに事務へ提出をお願いします。   

 

   
 
   公立学校共済組合・公立学校教職員互助会では、災害見舞金の制度があります。 

  皆さんがお持ちの、Diary2019の福利厚生のしおり P10や公立学校共済組合千葉支部・千葉県教職員互助会の

ホームページを参考にしてください。また、事務職員に相談してください。  
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前回の事後確認（又は今年度に届を提出）後こんなことはなかったですか？ 

注 意 

非常災害にあったときの給付について 


